
申 請 概 要

１ 申請者 

一般社団法人電気通信事業者協会（会長 島田 明） 

 （基礎的電気通信役務支援機関。以下「支援機関」という。） 

２ 申請年月日 

令和７年９月 19日 

３ 申請の概要 

支援機関が、電話に関するユニバーサルサービス制度に基づく第一種交付金及

び第一種負担金について次の認可を受けようとするもの 

① 電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号。以下「法」という。）第 109条第

１項の規定に基づくＮＴＴ東日本株式会社（以下「ＮＴＴ東日本」という。）

及びＮＴＴ西日本株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」という。）に交付する第一

種交付金の額及び交付方法の認可

② 法第 110 条第２項の規定に基づく第一種負担金を納付すべき接続電気通信

事業者等※ごとの第一種負担金の額及び徴収方法の認可

※ 前年度の電気通信事業収益が 10 億円を超え、かつ、加入電話との相互接続通話を提供する電

気通信事業者（令和７年８月末現在 20社） 

別紙１



 

３① 法第 109条第１項の規定に基づく第一種交付金の額及び交付方法の認可 

  

ア 第一種交付金の額 

 

支援機関は、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負

担金算定等規則（平成 14年総務省令第 64号。以下「第一号算定等規則」という。）

第５条第１項の規定に基づき、第一種交付金の額を算定する。 

 

（１）補塡対象額 

 

 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 
ＮＴＴ東日本及び 

ＮＴＴ西日本合計 

加入電話に係る加入者回線（基本料） 

※ ワイヤレス固定電話を含む 
１７．９億円 １０．４億円 ２８．３億円 

第一種公衆電話 ２０．２億円 １６．４億円 ３６．７億円 

加入電話に係る緊急通報 ０．０７億円 ０．０４億円 ０．１億円 

合 計※ ３８．２億円 ２６．９億円 ６５．１億円 

※ 数値は表示単位未満を四捨五入しているため、合計の数値と内訳の計については一致しない場合がある。 

（参考)昨年申請に係るＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の合計補塡額 ６３．７億円 

 

注１ 加入電話に係る加入者回線（基本料）について 

ＮＴＴ東日本における加入電話に係る加入者回線（基本料）の原価は、第一号算定等規則

第 15 条第１項の規定により通知された手順に基づいて算出された原価から小笠原母島ビル

と大崎ビル間、式根島ビルから大崎ビル間のき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路に係る費用を除いて

算定している。 

このため、第一号算定等規則第３条ただし書の規定に基づく許可申請が本件申請と併せ行

われている。 

 

注２ 令和６年能登半島地震に係る特別損失について 

ＮＴＴ西日本は令和５年度決算において、特別損失として令和６年能登半島地震による災

害特別損失を計上しており、このうち基礎的電気通信役務に係る費用を算入した原価を用い

て算定している。 

このため、第一号算定等規則第３条ただし書の規定に基づく許可申請が本件申請と併せ行

われている。 



 

 

 

（参考）ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の令和６年度基礎的電気通信役務収支表 

（億円、括弧内は対前年度増減率） 

 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

営業収益 営業費用 営業利益 営業収益 営業費用 営業利益 

加入電話 1,202(-6%) 1,440(-4%) -238 1,134(-7%) 1,507(-1%) -373 

 基本料 1,202(-6%) 1,439(−4%) -237 1,134(-7%) 1,506(-1%) -372 

 緊急通報 - 1(+13%) -1 - 1(-1%) -1 

第一種公衆電話 1(-56%) 21(-7%) -20 1(-36%) 16(+5%) -15 

 市内通話 1(-56%) 21(-7%) -20 1(-36%)  16(+5%) -15 

 緊急通報 - 0(+19%) -0 -   0(+31%) -0 

ワイヤレス固定電話 0 1 -0 0   3 -3 

 基本料 0 1 -0 0   3 -3 

 緊急通報 - 0 -0 -   0 -0 

計※ 1,203(-6%) 1,461(-4%) -258 1,134( -7%) 1,526(-1%) -391 

※ 数値は表示単位未満を四捨五入しているため、合計の数値と内訳の計については一致しない場合がある。 

 

（２）各第一種適格電気通信事業者に対する第一種交付金の額の算定 

 

○ＮＴＴ東日本に対する第一種交付金の額 

＝ ３８．２億円 － ＮＴＴ東日本の算定自己負担額※ 

 

○ＮＴＴ西日本に対する第一種交付金の額 

＝ ２６．９億円 － ＮＴＴ西日本の算定自己負担額※ 

 

※ ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本を接続電気通信事業者等とみなし、第一号算定等規則第 27条第１

項及び第２項の規定を適用して第一種負担金の額を算定した場合の負担額 

 

 

イ 交付方法 

 

（１）交付手段 

 

銀行振込（振込手数料は、支援機関が負担） 

 



 

（２）第一種交付金の額の通知 

 

前年度の最終算定月の３か月後から最終算定月の３か月後までの間、毎月、各

第一種適格電気通信事業者に対して第一種交付金の額の通知を行う。 

  なお、前年度の最終算定月の３か月後に各第一種適格電気通信事業者に対して

通知する第一種交付金の額は、第一号算定等規則第 27条第２項に規定する「残余

の額」に係るものとする。 

 

（３）第一種交付金の交付期限 

 

第一種交付金の額を通知した月の翌月までに、支援機関が各第一種適格電気通

信事業者に対して第一種交付金を交付する。 

 

（４）各月の各第一種適格電気通信事業者に対する第一種交付金の額の計算方法   

 

① 前年度の最終算定月の３か月後から最終算定月の２か月後までの間、毎月、

第一種適格電気通信事業者に対して通知を行う第一種交付金の額の計算方法 

  ＝ 第一種負担金を納付すべき各接続電気通信事業者等から納付を受けた各

月の当該第一種適格電気通信事業者に係る第一種負担金の額の合計額 

 当該第一種適格電気通信事業者の補塡対象額 

×  当該第一種適格電気通信事業者の補塡対象額＋支援機関の支援業務

に係る費用の額を補塡対象額の割合で案分した額 

 

② 最終算定月の３か月後に第一種適格電気通信事業者に対して通知を行う第

一種交付金の額の計算方法 

＝ （第一種負担金を納付すべき各接続電気通信事業者等の当該第一種適格電

気通信事業者に係る第一種負担金の総額 － 前年度の最終算定月の３か

月後から最終算定月の２か月後までに第一種負担金を納付すべき各接続電

気通信事業者等から納付を受けた当該第一種適格電気通信事業者に係る第

一種負担金の総額） 

 当該第一種適格電気通信事業者の補塡対象額 

×  当該第一種適格電気通信事業者の補塡対象額＋支援機関の支援業務

に係る費用の額を補塡対象額の割合で案分した額 

 

  ※ 各接続電気通信事業者等の第一種負担金の総額（第一種適格電気通信事業者ごとに算定した第一

種負担金の合計額をいう。）又は各第一種適格電気通信事業者の第一種負担金の額に当該第一種適

格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額が限度割合（３％）を超える場合は、次の金額を控



 

除する。 

    「①及び②の合計額」－「第一号算定等規則第５条第２項の規定により算定した額（整数未満の

端数は、四捨五入）」 

※ ①及び②において、整数未満の端数があるときは四捨五入する。 

   また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の額と一致しない場合は、額が最大とな

っているもので調整する。  

 

（５）第一種交付金の交付の特例 

 

第一種交付金の交付期限までに、第一種負担金を納付すべき接続電気通信事業

者等につき、第一号算定等規則第 22条第１項各号（会社更生法（平成十四年法律

第百五十四号）の適用等）に規定する事由が生じた場合、同項の規定に基づき、

第一種交付金を減額することができる。ただし、当該事由の発生した接続電気通

信事業者等から第一種負担金の額の全部又は一部が納付された場合には、同条第

２項の規定に基づき、案分して算定した額を第一種交付金として速やかに第一種

適格電気通信事業者に交付する。 

 

（６）支援機関の第一種交付金の交付に係る銀行口座のセキュリティ対策 

 

支援機関の第一種交付金の交付に係る銀行口座については、預金額の全額保障、

振込先の限定等のセキュリティ対策を講ずるものとする。 

 

 

ウ その他 

 

 第一号算定等規則第３条ただし書の規定に基づき、総務大臣の許可を得た場合

は、許可を得た方法により第一種交付金の額を算定し、第一種交付金を交付する

こととする。

https://yamachig.github.io/lawtext-app/#/%E5%B9%B3%E6%88%90%E5%8D%81%E5%9B%9B%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC%E7%99%BE%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%9B%9B%E5%8F%B7
https://yamachig.github.io/lawtext-app/#/%E5%B9%B3%E6%88%90%E5%8D%81%E5%9B%9B%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC%E7%99%BE%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%9B%9B%E5%8F%B7


 

３② 法第 110条第２項の規定に基づく第一種負担金の額及び徴収方法の認可  

 

ア 第一種負担金の額 

 

支援機関は、第一号算定等規則第 27条第１項及び第２項の規定に基づき、各接続

電気通信事業者等の第一種負担金の額を算定（第一種適格電気通信事業者ごとに算

定した次の（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）の合計額）する。 

 

（ａ）最終算定月前月までの第一種負担金の額 

   当該接続電気通信事業者等の令和８年１月（予定）末から最終算定月の

前月（令和８年 11月（予定））の月末までの算定対象電気通信番号の総数

に番号単価※１を乗じた額 

 

（ｂ）最終算定月の第一種負担金の額 

   全ての接続電気通信事業者等から令和８年中に徴収すべき額（補塡対象

額に支援業務費を加えた額）から、最終算定月前月までに納付した全ての

接続電気通信事業者等の第一種負担金及び算定自己負担額の合計額（前年

度残余額を含む。）を控除した額に、接続電気通信事業者等ごとの最終算

定月の月末の算定対象電気通信番号の数が全ての接続電気通信事業者等

の算定対象電気通信番号の総数に占める割合を乗じた額 

 

（ｃ）当該接続電気通信事業者等の前年度残余額 

 

 

 



 

（※１）番号単価は平成18年総務省告示第429号（第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第

一種負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に告示する方法を定める件）に従って支

援機関が算定。補塡対象額、支援業務費（令和７年度中の費用額（令和７年３月に認可）から前年度の次期

繰越収支差額を差し引いた額）及び前年度過不足額を合算した額を令和８年の予測算定対象電気通信番号

の総数で除した額を合算番号単価とし、合算番号単価を第一種適格電気通信事業者の補塡対象額の割合で

案分したものを番号単価とする。 

 

①合算番号単価 ＝ 

（ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の補塡対象額の合計額＋支援業務費 

－予測前年度過不足額） 
 

令和７年の予測算定対象電気通信番号の総数 

 

＝  
（６５．１億円 ＋ ０.７億円 －（３億円）） 

 
２９．９億番号数 

 
＝ 2.102… 円 ⇒ ２円（整数未満四捨五入） 

 
 

②ＮＴＴ東日本 

に係る番号単価 
＝ 合算番号単価 × 

ＮＴＴ東日本の補塡対象額 

ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の補塡対象額の合計額 

＝ ２円     × ３８．２億円 

６５．１億円 

＝ 1.173812517… 円  ⇒ 1.17381252 円（小数点以下第８位未満四捨五入） 

 

③ＮＴＴ西日本 

に係る番号単価  
＝ 合算番号単価 × ＮＴＴ西日本の補塡対象額 

ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の補塡対象額の合計額 

＝２円      × ２６．９億円 

６５．１億円 

  ＝ 0.826187482… 円  ⇒ 0.82618748 円（小数点以下第８位未満四捨五入） 

 

 上記番号単価は、令和８年１月から同年６月までの各月末の算定対象電気通信番号に適用する。同年７月

以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価については、平成 18年総務省告示第429号に基

づき、令和８年４月に、算定対象電気通信番号の総数の増減の見込み等を勘案して修正の要否を判断する。 



 

イ 徴収方法 

 

（１）納付手段 

 

銀行振込（振込手数料は、接続電気通信事業者等が負担） 

 

（２）負担金の額の通知 

 

接続電気通信事業者等が算定対象電気通信番号を利用した月の３か月後に、支

援機関が次に掲げる事項を接続電気通信事業者等に通知する。 

 

① 毎月の第一種負担金の額（番号単価に算定対象電気通信番号数を乗じた額） 

② 第一種負担金の納付期限   

③ 第一種負担金を納付する口座名義・口座番号 

   

（３）第一種負担金の納付期限 

 

接続電気通信事業者等が算定対象電気通信番号を利用した月の３か月後の月

の 25日までとする。 

 

（４）延滞金の納付 

 

第一種負担金の額に、納付期限の翌日から納付する日までの日数１日につき１

万分の４の割合を乗じた延滞金を納付する。 

 

（５）支援機関の第一種負担金の徴収に係る銀行口座のセキュリティ対策 

 

支援機関の第一種負担金の徴収に係る銀行口座については、預金額の全額保障、

振込先の限定等のセキュリティ対策を講ずるものとする。 

 

 

ウ その他 

 

第一号算定等規則第３条ただし書の規定に基づき、総務大臣の許可を得た場合は、

許可を得た方法により第一種負担金の額を算定し、第一種負担金を徴収することと

する。 
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